
◎注意事項

◎記載方法

3
翌年１月１日以降退職した場合は、本人の申し出がなくても、残りの税額を一括徴収して
ください。

給与支払報告書を提出後、４月１日現在で給与の支払を受けなくなった方がある場合は、
４月１５日までにこの届出書を提出してください。

給与所得者に異動があった場合は、すみやかに提出してください。1

2

3 一括徴収する場合は、異動者の印を必ずもらってください。

1 ピンク色の部分は必須事項ですので、記入漏れがないよう気をつけてください。

2
「異動後の未徴収税額の徴収」の項目で、「一括徴収」を選択した場合は、水色の部分も
必ず記入してください。
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◎給与の支払を受けなくなった後の月割額(未徴収税額)を一括徴収する場合は､次の欄にも記載してください。

２．異動が１月１日以後で、特別徴収の継続の希望

徴収予定額合計（上
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１．異動の日が６月１日から１２月３１日までの間で、
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